令和５年度第１回清瀬市みどりの環境保全審議会（議事録）
　　　　　　　
［日　時］　　　令和５年５月３１日（水）　９：００～１２：３０
［場　所］　　　清瀬市役所本庁舎３階　会議室３－１
［出席者］　　　委　員７名
事務局３名　水と緑と公園課長、緑政係長、主任
［議事次第］
1. 保存樹木の指定解除について
2. 公園内樹木等の伐採等について
3. せせらぎ緑地等の公有地化について
4. 清瀬市みどりの保全・創生に関する補助金（案）について
5. 現地視察（中里６丁目緑地、下清戸道東特別緑地保全地区、神山特別緑地保全地区、けやき通り、野塩一丁目市有林、せせらぎ緑地）
6. その他　会議の公開について
［配布資料］
1. 次第
2. 資料1「委員名簿」
3. 資料2「保存樹木の指定解除」
4. 資料3「公園内樹木等の伐採」
5. 資料4「せせらぎ緑地等の公有地化」
6. 資料5「清瀬市みどりの保全・創生に関する補助金(案)」
7. 資料6「現地視察補足資料」
8. 資料7「清瀬市みどりの環境保全審議会傍聴規定(案)」

事務局：定刻になりましたので令和５年度第１回清瀬市みどりの環境保全審議会を
　　　　始めます。今年度、組織改正及び事務局職員が変更になりましたのでご挨拶いたします。 
事務局：（事務局　自己紹介）
事務局：続いて、委員の皆さんに自己紹介をお願いいたします。
委　員：（各委員　自己紹介）
事務局：それでは会長、進行をお願いいたします。

会　長：今日はフィールドを中心にチェックするということです。みんなで同じ時間に、同じ目で自然を見ておくのは大切なことだと思いますし、道東の萌芽更新は他市では例のない極めて貴重な取り組みです。データの集積が行われている場所であり、しっかり観察して外に見せられるようまとめていければと思っています。野外で足元も悪いかも知れませんがよろしくお願いします。

事務局：それでは資料の確認をいたします。
　　　　[配布資料]　次第から順に確認。
会　長：それでは議題（1）保存樹木の指定解除について、事務局から説明をお願いします。
事務局：資料2をご覧ください
　これまで保存樹木として指定していた樹木ですが、所有者の都合により、
2本の指定解除申請がありましたので、場所・事情等を紹介いたします。
指定番号29・30号、下清戸２丁目にあるケヤキ２本でございます。
　自宅や隣接する道路まで太い枝が伸びており、所有者は枝の落下を危惧しておりました。また、そこから大量発生する落ち葉の掃除をはじめとした管理についても大きな労力や負担感を感じており伐採し解除となりました。以上です。（審議会のご意見を伺います。）

会　長：議題(1)保存樹木の指定解除についてご意見ありますか。
[bookmark: _GoBack]委　員：どこも巨木化していて同様の問題が発生してくるが、緑の清瀬を表号している以上は保存樹木を大事にしていかなければならない。伐採するだけでなく、新たに樹木を植えるなど、ある程度行政が関わらないと個人宅に負担させるのは限界がある。環境を守る視点からも考えていかなければならないと思う。 
会　長：個人任せてにせず、保存樹木に指定していること自体市が責任を持つことが必要。指定した時に5千円とか支給しているだろうが到底足りない。木の在り方を考えないと指定するだけではダメ。木があればいいのは市民も分かっているし、所有者も持っておきたいという意識もあると思う。片方では、落ち葉に対するクレームがあるのも事実。今回はもう切ってしまって物が無いですが、諮問されているので審議会として承認したという形にするしかない。可能であれば、伐採する前に委員が確認する機会があるといい。どういう問題があり、どうしたいのか。方向性は変えられないかも知れないが、委員それぞれが認識できるという意味があるので、伐採の時期が延びるかもしれないが、なくなったものを審議するのではなくて、実際に木を見てからかけていかないと審議会の意味がない。そこを意識しておいてほしい。
事務局：承知しました。
1点補足させていただきたい。
この件については後手後手になってしまい申し訳ないです。市として、保存区域と保存樹木に関しては微々たるものですが助成金を出しています。今回の経緯としては所有者の方が申請に来たときにもう切ってしまったと事後報告でした。それを踏まえて事務局の反省として、保存区域、保存樹木の方に、切る前に必ず事務局に相談してほしい旨の文書を昨年は出させてもらいましたことだけ報告させていただきます。
会　長：すでに動いてもらったということですね。分かりました。
では次に(2)公園内樹木等の伐採について、事務局お願いします。
事務局：資料3をご覧ください。（ア）公園内の危険高木の伐採について、公園施設のみどりの管理方針に基づき、公園内にある大きくなり過ぎた樹木の伐採や剪定を行うため、今年度は10ヵ所、令和5年6月29日から10月31日までを伐採予定としています。竹丘ゆうゆう公園（伐採４本）、アベリア児童遊園（伐採１０本）等。
　　　　(イ)～(エ)及び議題3については、議題（5）の現地視察時に説明します。
会　長：承知しました。議題2の（イ）（ウ）（エ）議題3については、議題5の現地視察時に事務局より説明があるとのことです。議題2、3について委員からは現地視察後に意見を伺いたいと思います。(ア)に関して、本数が具体的に記載してありますが、ご質問はありますか。
委　員：中央公園等などはナラ枯れが多いみたいですが、ナラ枯れで切るのは別ですか。
事務局：はい。ナラ枯れは別ですが、中央公園につきましてはテニスコート前のヒマラヤスギが2本枯れていますので、民地に倒れた場合宅地に影響があり危険たため、早急に対応したいとのことで伐採する予定です。
会　長：資料を見ると児童遊園が多いですね。元々狭い面積のところに木を植えていますから、本来植えなくていいものまで植えていたという問題も今になって出てきた。児童遊園に木を植えなくても、遊具だけで遊べるという形でよいのか、あるいは発想を変えて少し遠くても別の広いところに行って過ごせるような、統廃合することも考えた方がいいのではないかな。こういう問題は毎回出てくる。〇○○○○ですから。
　　　　その辺の在り方は抜本的に考えなければならないのではないかと思いますね。
委　員：こういう時の樹木の選定はどうしているのか。
事務局：事務局で、公園施設の緑の管理方針というのがございまして、この木はどれくらい経ったら高木化して危険であるというのがあらかじめリストアップされております。予算に基づいてになりますが、今年はこれ、来年はこの木を切るというようにデータベースで管理しております。
会　長：切るために植えているのですか。(笑)
事務局：ここに記載されている公園は昔からある公園で、今このあたりにある公園は住宅の開発行為により寄付でいただいている公園です。その当時の公園はいろんな木を植えていましたが、今は高木になる木は植えず、一般的にはハナミズキやサルスベリ、ツツジなどを植えています。ただ高木の木に関しましては枝の越境や落枝などあり、清瀬市では公共施設の緑の管理計画を策定し且つ、公園の樹木の伐採という形でローテーションを組んで予算の範囲内でその部分を是正する形で取り組んでいます。
　　　　切ったら代わりの木を植栽するということも考えていかなくてはいけないのかなと思っています。
会　長：今の担当者ではなくて、公園を作った当時の担当者のセンスがなかったということです。それで将来大きくなる木を植えてしまう。公園の在り方を考えていかなければならないと思いますね。児童遊園など、子どもは使っていますけども、たとえば新興住宅地に作った公園が数十年経って子育てが終わったら誰が使うのか。そういうことが発生している場所もある。統廃合してもう少し広い公園を確保するとかを含めて考える必要がありますね。
委　員：剪定についてですが、伐採と変わらないような強剪定をされる場合があります。
私は今年博物館のケヤキを切りました。枯れたものについての伐採は仕方ないと思います。シンボルツリーになっているケヤキは樹形を損なわないように剪定していただけたらと職員には伝えていましたが、それが伝達反映されていないことがあったのでそうならないようにしてほしい。実際に見たら強剪定になっていてびっくりしたことがあった。市民の気持ちもある。今まで素晴らしいケヤキを見てきたのにみすぼらしい形になってあれは何なんだということでがっかりする。
会　長：環境面もあるけど文化的な要素も緑地にはあるので配慮をしていただければ。人格があるように木には樹格がある。木に対する気持ちを持つ必要がある。樹形を残しながら管理していくというのは最低限のことですね。
委　員：前々市長も博物館のケヤキを眺めて「いいなぁ」と毎回おっしゃっていた。剪定が必要なのは分かるんですが、一度切ると樹形が変わってしまうので、ケヤキを遠くから眺める人がいるということを意識して、博物館の木だけは大事にしてほしいです。
委　員：自分は生まれも育ちも清瀬で初めてこの審議会にお世話になりますが、伐採という言葉がすごく出ている。都市環境の保全、景観を守ると清瀬は言ってるし、伐採も仕方ないことかも知れないが、公園を作る、何かをやりたいとなった時に、審議会で植栽について議論してもらうのはどうか。開発などで公園を作っても経費がかかる。1本だけでもいいから真ん中に木を植えるとか、そういう意見を審議会に挙げてもらって専門家の意見を聴くというのはできないか。
事務局：公園の真ん中に木を植えるのは小スペースになってしまうこともありなかなか難しい。
　　　　中央公園や花のある公園など、大きな公園に関してはシンボルツリーという形で植えたり残すというのは十分考えられることだと思います。
委　員：50年来清瀬高校に関わっているが、アジサイの手入れをしている主事さんから、最近下請けの業者が中庭のアジサイを十数本切ってしまったと聞いた。大事に育ててきたアジサイが切られてしまい悲しくなったそうです。業者の方にしっかり意見を言えるようでないとこういうことが起きるんですね。
会　長：そうですね。業者の選定も大事ですが、最近は業者の技能も落ちてますね。素人がやっているよう。昔は庭師が居たが、今は機械力をつかってやればいいんでしょという感じで、海外からの技能実習生などもいるが、監督できる人の技能も落ちていると感じています。昔は空師という人が高い木に登って作業をしていた。下には親方も居たが今は体制も変わってきている。
委　員：入札で安い業者に委託すると思うが、安い業者に任せればいいやという考えだと結果ひどい切り方をされたりする。
事務局：例えば中央公園のように、公園を整備しますという時はプロポーザルという方法もありますが、通常の作業などの時は基本的に入札です。
委　員：作業のやり方を見守るのはどうか。木を切る時など、言っていただければ下から見ているだけでも違うと思う。
都営住宅での剪定をしているが、そこに来ている業者さんは上手だと思います。
委　員：ある程度お金をかけていれば丁寧になるしそれなりうまく出来る。
委　員：そこの住人の方は木のために積立金をしていると聞いた。その積立金で今年はこの木を剪定しようかなど、やりくりしているようです。
会　長：はい。他にご意見はないですか。色々なご意見をいただきました。今後ともよろしくお願いいたします。
　　　　では、議題４の説明を事務局よりお願いします。
事務局：資料5をご覧ください。各助成金制度の是非について、助成金適正化
委員会から「本来の補助目的と効果は、現行の補助金の活用方法では達成できるものではない」という見解が出され、「廃止」との評価を受け、それに対して生け垣助成の要件で、フェンスと生け垣設置を併用する場合の補助対象要件の見直し、また、民地等における危険木や病害虫防除等への剪定等実施を新規対象として整備し、「廃止」から「現状維持」へ転換を目指します。補助要件については、市内在住且つ個人所有又は管理する宅地で、補助限度額を10万円とし、令和5年7月から実施し、市報及びHPを活用し、市民が使いやすいように周知してまいります。
会　長：これについて、委員から意見はありますか。
委　員： 生垣は作っても高齢になると手入れもできない、じゃあ市で手入れしてくれるのですかという意見もありますが、どれくらい補助金が活かされているのでしょうか。
事務局：補助金適正化委員会からも諮問を受けたところですが、かなり実績の低い、使いにくい補助金となっております。より使いやすくするために現在案を作成しているところでございます。
事務局：今の時代なかなか生垣を作るというのはないですが、おしゃれな感じで作る方はいらっしゃいます。ブロック塀を壊して生垣を作れば補助金が出ますよと言ってもお金がかかるし、植生管理をするにもお金がかかるということで補助金でやらせていただければと考えています。
会　長：はい。概ねそのような方向で行くということですのでよろしくお願いします。

事務局：それではこれより現地視察に行きたいと思います。
　　　　資料6のとおり、現地5ヵ所、車内から1ヵ所の計6ヵ所回ります。

―現地視察―

会　長：皆さまお疲れさまでした。視察ヵ所について委員から意見はありますか。
委　員：今年度の方が更新に向けて、全員でもう一度見てやりたい。
会　長：今までも審議会で工事前に現場を知っている人の意見を聞いてどこにどの木を植えるか。ルーチンの会議はここでやって、その後作業する。
委　員：抜いたら植えることを実行してほしいです。
会　長：はい。そうですね。

事務局：それでは議題6に移りたいと思います。
会　長：会議の公開ですね。
事務局：資料7をご覧ください。清瀬市みどりの環境保全審議会傍聴規程（案）
　　　　です。清瀬市まちづくり基本条例にて付属機関の会議は、公開を原則とするとあります。今まで、会議録については市HPに公開しているため、次回の審議会から傍聴席を設けて規定案のとおり実施してまいります。以上です。（審議会のご意見を伺います。）
会　長：注意するのは個人情報ですね。
委　員：資料4の説明がまだでした。
事務局：資料4の説明をいたします
　　　　議題（3）せせらぎ緑地等の公有地化について
経緯としては、都市環境の保全、景観の向上、生涯学習の場など、市民の生活環境をさまざまな面で支えている「みどり」は重要な役割を果たしているため、緑地の公有地化を図る。令和5年度は、緑地環境保全区域である中里六丁目緑地及び都市計画緑地である中里せせらぎ公園用地の隣接地域の一部を購入します。
実施期間は令和５年度。
購入場所はせせらぎ緑地で面積2,449.60㎡、中里６丁目緑地面積3,798.44㎡　です。　　

会　長：この件についてもこの会で検討してもらいたいですね。
委　員：けやき通りの伐採の木を椅子として利用できるといいと思う。
委　員：せせらぎ緑地近くの中里公有地、学校教育として田んぼをやったらどうかという声がある。
委　員：四小でもせせらぎ管理棟横で田んぼを作っていた。
会　長：市内に田んぼを増やしたいですね。
委　員：やるとなれば田んぼのためのポンプが必要ですね。
委　員：田んぼが増えるのはいいことです。
会　長：他にご意見が無ければ本日予定していた議題は以上になります。
それでは、審議会を終了します。お疲れさまでした。
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